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平成˜Ÿ年˜—月™�日 金曜日 (号外第™›�号)官 報

十
六

自
動
車
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
輪
自
動
車
の
小
売

又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

自
転
車
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い

て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

十
七

家
具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

建
具
の
小
売
又
は
卸
売

の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

畳
類
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る

顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

葬
祭
用
具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の

提
供

十
八

電
気
機
械
器
具
類
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

十
九

手
動
利
器
、
手
動
工
具
及
び
金
具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提

供

台
所
用
品
、
清
掃
用
具
及
び
洗
濯
用
具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益

の
提
供

二
十

薬
剤
及
び
医
療
補
助
品
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

化
粧

品
、
歯
磨
き
及
び
せ
っ
け
ん
類
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
一

農
耕
用
品
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
二

花
及
び
木
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
三

燃
料
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
四

印
刷
物
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

紙
類
及
び
文
房
具

類
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
五

運
動
具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

お
も
ち
ゃ
、
人
形

及
び
娯
楽
用
具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

楽
器
及
び
レ
コ
ー

ド
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
六

写
真
機
械
器
具
及
び
写
真
材
料
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提

供
二
十
七

時
計
及
び
眼
鏡
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
八

た
ば
こ
及
び
喫
煙
用
具
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

二
十
九

建
築
材
料
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

三
十

宝
玉
及
び
そ
の
模
造
品
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

三
十
一

愛
玩
動
物
の
小
売
又
は
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供

別
表
第
三
十
六
類
の
項
下
欄
第
十
号
中
「
定
著
物
」
を
「
定
着
物
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
五
号
中
「
ガ
ス
料
金

又
は
電
気
料
金
の
徴
収
の
代
行
」
を
「
ガ
ス
料
金
又
は
電
気
料
金
の
徴
収
の
代
行

商
品
代
金
の
徴
収
の
代
行
」
に
改

め
、
同
項
下
欄
第
十
六
号
中
「
有
価
証
券
の
売
買
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
及
び

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
」
を
「
有
価
証
券
の
売
買

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
」
に
改
め
、同
項
下
欄
第
二
十
号
か
ら
同
項
下
欄
第
三
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
下
欄
第
十
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十

有
価
証
券
先
渡
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は
有

価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
取
引
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理

二
十
一

有
価
証
券
等
精
算
取
次
ぎ

別
表
第
三
十
九
類
の
項
下
欄
第
八
号
中
「
他
人
の
携
帯
品
の
一
時
預
か
り
」
を
「
他
人
の
携
帯
品
の
一
時
預
か
り

配
達
物
の
一
時
預
か
り
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
十
類
の
項
下
欄
第
十
号
中
「
化
学
機
械
器
具
の
貸
与
」を「
化
学
機
械
器
具
の
貸
与

家
庭
用
ル
ー
ム
ク
ー

ラ
ー
の
貸
与
」
に
、「
た
ば
こ
製
造
機
械
の
貸
与
」
を
「
た
ば
こ
製
造
機
械
の
貸
与

暖
冷
房
装
置
の
貸
与
」に
改
め
る
。

別
表
第
四
十
二
類
の
項
下
欄
第
四
号
及
び
同
項
下
欄
第
五
号
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
六
号
か
ら
同
項
下
欄
第
九
号
ま

で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
四
十
三
類
の
項
下
欄
第
三
号
中
「
保
育
所
に
お
け
る
乳
幼
児
の
保
育

老
人
の
養
護
」
を
「
高
齢
者
用
入
所

施
設
の
提
供
（
介
護
を
伴
う
も
の
を
除
く
。）
保
育
所
に
お
け
る
乳
幼
児
の
保
育
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
十
四
類
の
項
下
欄
第
八
号
か
ら
同
項
下
欄
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、同
項
下
欄
第
七
号
中「
動

物
の
飼
育
」
を
「
動
物
の
飼
育

動
物
の
美
容
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
五
百
五
十
六
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
の
六
第
十
二
項
（
同
令
第
五
十
九
条
の
八

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
六
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
送
信
さ
れ
た
投
票
を
受
信
す
る
た
め
に
指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
設
置
す
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置

及
び
そ
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
（
平
成
十
一
年
自
治
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

菅

義
偉

題
名
中
「第

59条
の
６
第
９
項

」
の
下
に「（同

令
第
59条
の
８
第
３
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。

）」
を
加
え
、「指

定
市
町
村

」
を
「市

町
村

」
に
改
め
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
五
百
五
十
七
号

施
設
等
所
在
市
町
村
調
整
交
付
金
交
付
要
綱
（
昭
和
四
十
五
年
自
治
省
告
示
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

菅

義
偉

附
則
第
二
項
を
削
る
。

附
則
第
三
項
中「

平
成
13年
度
分
」

を「
平
成
18年
度
分
」

に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

八

介
護

施
設
に
お
け
る
介
護

訪
問
に
よ
る
介
護

別
表
第
四
十
五
類
の
項
下
欄
第
八
号
を
同
項
下
欄
第
十
二
号
と
し
、同
項
下
欄
第
七
号
を
同
項
下
欄
第
十
一
号
と
し
、

同
項
下
欄
第
六
号
を
同
項
下
欄
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

愛
玩
動
物
の
世
話

十

乳
幼
児
の
保
育
（
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

別
表
第
四
十
五
類
の
項
下
欄
第
三
号
か
ら
同
項
下
欄
第
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
下
欄
第
二
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
の
代
理
又
は
鑑
定
そ
の
他
の
事
務

訴
訟
事
件
そ
の
他
に
関
す
る
法
律
事
務

著

作
権
の
利
用
に
関
す
る
契
約
の
代
理
又
は
媒
介

登
記
又
は
供
託
に
関
す
る
手
続
の
代
理

四

社
会
保
険
に
関
す
る
手
続
の
代
理

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
十
五
類
の
項
下
欄
第
十
二
号
の
次

に
十
九
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施

行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
係
属
中
の
商
標
登
録
出
願
等
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
品
及

び
役
務
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決
が
確
定
す

る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章

登
録
出
願
（
前
項
に
規
定
す
る
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
を
除
く
。）に
係
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分

に
つ
い
て
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

š—


		2006-10-26T11:27:53+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




